
第１回 羽島市成年後見制度利用促進委員会 
 

  令和６年１月２４日（水）午後３時３０分から 
羽島市役所 ４階 ４０６会議室 

 
会議次第 
 
１ 開会 

 
 
２ 課長あいさつ 

 
 
３ 議 事 

⑴ 羽島市成年後見支援センターの状況について 資料１ 
 

⑵ 次期羽島市成年後見制度利用促進基本計画について 資料２ 
 
 
 ４ 閉会 
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○羽島市成年後見制度利用促進委員会設置要綱 

令和２年７月１５日 

告示第１６１号 

改正 令和４年１月２５日告示第１２号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、羽島市附属機関設置条例（平成２６年羽島市条例第２号）第２

条の規定に基づき、羽島市成年後見制度利用促進委員会（以下「委員会」という。）

の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。 

（協議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を協議する。 

(１) 羽島市成年後見支援センター（羽島市成年後見制度等利用促進事業実施要綱

（令和４年羽島市告示第１１号）第２条第１項に規定する羽島市成年後見支援セ

ンターをいう。）の運営及び評価に関すること。 

(２) 成年後見制度の利用の促進に関すること。 

(３) 成年後見制度に係る関係機関との連携体制整備に関すること。 

(４) 認知症の症状、知的障がい、精神上の障がい等がある者の権利擁護に関する

こと。 

(５) 成年後見制度の利用の促進に係る基本計画の策定に関すること。 

(６) その他成年後見制度に関し、市長が必要と認めること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１２人以内をもって組織する。 

２ 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 弁護士 

(２) 司法書士 

(３) 社会福祉士 

(４) 高齢者及び障がい者等に係る相談支援機関の職員 

(５) 市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 市長は、委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。なお、補欠

の委員の任期は前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 



第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、委

員の委嘱後の最初の委員会は、市長が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議において議決すべき案件があるときは、出席した委員の過半数をもって決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を

聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。 

（守秘義務） 

第７条 委員は、職務上知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならな

い。その職を退いた後も、同様とする。 

（庶務） 

第８条 委員会に関する庶務は、次の各号に掲げる所掌事務に応じて当該各号に定め

る課が処理する。 

(１) 第２条第１号から第４号までに関すること。 健幸福祉部高齢福祉課 

(２) 第２条第５号に関すること。 健幸福祉部福祉課 

(３) 第２条第６号に関すること。 健幸福祉部福祉課又は健幸福祉部高齢福祉課 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

別に定める。 

附 則 

この告示は、令和２年７月１５日から施行する。 

附 則（令和４年１月２５日告示第１２号） 

１ この告示は、令和４年１月２５日から施行する。 

２ 改正後の第４条の規定は、施行日以後に委嘱した委員の任期について適用し、同

日前に委嘱した委員の任期については、なお従前の例による。 

 



 

羽島市成年後見支援センターの運営状況について 

１ 相談件数 

  ３４件（令和５年１２月末日時点）【前年同期４８件】 

  【内訳】 

 

 

 

  

 

相談内容 

※１件の相談に複数の相談内容がある場合があるため、相談件数とは一致しない。 

          

２ アセスメント会議 及び 受任者調整会議 開催件数 

  ０件 （市長申立ての依頼なし）【前年度２件】 

 

３ 支援方針会議 開催件数 

  ０件 【前年度２件】 

 

４ 後見業務の現況確認 

  ２件 

※令和４年度に当センターがアセスメント会議に諮った２件に対して、 

支援方針に対する現在の状況等を成年後見人に確認。 

 

５ 広報・啓発活動 

・社協はしま、社協情報（ポスター）、ホームページ 

・パンフレット（別紙：センター紹介）を配布 

市役所、金融機関、居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）、障がい相

談支援事業所など（計 69 カ所）、民生委員児童委員 

・チラシ（別紙）を自治会回覧板で回覧、民生委員児童委員などへ配布 

高 齢 者 ２３件 

障がい者  ７件 

そ の 他 ４件 

 制度説明 
市長 
申立て 

その他 計 制度 
概要 

法定後

見制度 
任意後

見制度 
身上 
保護 

財産 
管理 

書類作

成支援 
高 齢 者 ７ ５ １ ０ ５ ０ ４ ７ ２９ 

障がい者 ２ １ ０ ０ １ １ ３ ０ ８ 

そ の 他 １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ２ ４ 

計 １０ ６ ２ ０ ６ １ ７ ９ ４１ 

資料１ 



・地域団体等へ説明（３団体） 

羽島市民生委員児童委員協議会 老人部会・障害部会（60 人参加）  

足近町民生委員児童委員協議会（10 人参加） 

羽島市障害者総合支援協議会 相談支援部会（11 人参加） 

  ・居宅介護支援事業所などを訪問し、制度利用やセンターの運営につ

いて情報提供。 

・成年後見制度利用促進講演会を開催  

令和５年１２月２日（土）不二羽島文化センター  

「どんなことするの？成年後見人 ～成年後見人の役割を考える～」 

講 師：（公社）成年後見センター・リーガルサポート岐阜県支部 

栗山 昌治 氏 

 参加者：７３人 

 

６ 現状の「課題」と今後の「方針」 

  ①課題＝相談件数の低迷 

   方針＝成年後見制度について、地域住民や福祉専門職等と接触する機会

を増やし、気軽に話せる場を設けて相談しやすい環境づくりに努

める。 

      （コミセン区域や、福祉事業所単位での説明・相談会の開催など） 

   

②課題＝アセスメント会議の運用 

   方針＝市長申立て案件以外にも必要に応じて会議を開催し、ケース検討

や制度利用促進、センター運営における課題などについても協議

し、委員からの助言や情報提供などを受けて改善に取り組む。 

  



羽島市成年後見制度利用促進基本計画 第３期羽島市地域福祉計画（案）

令和６年３月策定予定

（令和６～10年度）

基本目標Ⅰ
成年後見制度利用促進の

ための体制整備

権利擁護の支援体制の構築

市・社会福祉協議会等の取り組み

施策１
権利擁護支援の地域連携

ネットワークの体制整備

継続

（地域連携ネットワークの充実）

施策２
地域連携ネットワークへ

の参加

継続

（地域連携ネットワークの充実）

・羽島市成年後見制度利用促進委員会

設置済み

施策３
地域連携ネットワークの

中核となる機関

継続

（地域連携ネットワークの充実）

・羽島市成年後見支援センター（中核

機関）設置済み

基本目標Ⅱ 成年後見制度の利用促進
権利擁護の支援体制の構築

市・社会福祉協議会等の取り組み

施策１

地域連携ネットワーク及

び中核機関が担う機能の

整備

継続

（成年後見制度の周知）

（地域連携ネットワークの充実）

（市民後見人の育成を推進）

施策２
不正の防止と安心して利

用できる環境整備

継続

（地域連携ネットワークの充実）

基本目標Ⅲ 専門職団体等との連携
権利擁護の支援体制の構築

市・社会福祉協議会等の取り組み

施策１ 官公庁との連携
継続

（地域連携ネットワークの充実）

施策２ 各団体・機関等との連携
継続

（地域連携ネットワークの充実）

令和４年１月策定

（令和３～５年度）

成年後見制度利用促進基本計画の地域福祉計画への包含について

資料２
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○権利擁護の支援体制の構築（成年後見制度利用促進基本計画） 

成年後見制度の周知・啓発に努め利用促進を図り、認知症や障がいに

より判断能力が十分でない人に対して、福祉サービスの利用支援を展開

します。 

 

市民の取り組み 

 ご自身やご家族の将来を具体的に考えてみましょう。 

 成年後見制度や福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事

業）を活用しましょう。 

 

地域の取り組み 

 成年後見制度や福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事

業）の利用促進を図るため、情報共有をしていきましょう。 

 

市・社会福祉協議会等の取り組み 

 判断能力が低下した人に対して、福祉サービスの利用手続きの援

助や代行、利用料の支払い等のサービス利用支援と、それに付随

した金銭管理を行います。 

 成年後見制度や福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事

業）の利用促進を図るため、周知します。 

 権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担う中

核機関（成年後見支援センター）において、相談支援等を通じた

成年後見制度の利用促進を図ります。 

 家庭裁判所や専門職団体等の関係機関と連携し、権利擁護支援の

ための地域連携ネットワークの充実に努めます。 

 市民後見人の育成を推進します。 

  

HAU2995
テキスト ボックス
 第 ３期羽島市地域福祉計画(成年後見制度利用促進基本計画関係抜粋)
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